令和８年度坂東市生活応援商品券
加盟店募集のご案内

物価高騰の影響を受けている市民生活を支援するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、坂東市が発行する「坂東市生活応援商品券」の取り扱い事業所を募集します。 
概要、別紙留意事項をご確認いただき、参加いただける場合には、同封の加盟店登録申込書に必要事項をご記入のうえ、坂東市商工会に持参するか郵送等にて、令和８年９月３０日（水）までにお申し込み頂きますようお願いします。　
	・商品券配布時に、『商品券取扱店舗(事業所)一覧』を配布します。 
  ※令和８年４月１６日(木)までにお申し込みされた事業所は
「商品券取扱店舗（事業所）一覧」に掲載いたします。 
※令和８年４月１６日（木）以降も継続して取扱事業所の申込は受け付けます。【令和８年９月３０日（水）まで】 
・坂東市及び坂東市商工会のホームページに、『商品券取扱店舗(事業所)一覧』を掲載します。
・商品券見本・のぼり旗（予定）は５月に予定している説明会にて配布しますのでご活用ください。 説明会案内通知文は４月上旬発送予定


【生活応援商品券　詳細】
	商
品
券
	対象店舗
	坂東市内に事業所・店舗を有し、市内の店舗等に限り商品券を利用可能
とすることのできる事業所 

	
	配布概要
	商品券額面発行見込み総額 　２億８，２６０万円
７５歳未満の市民　：　５，０００円分の商品券を配布（５００円×１０枚）
７５歳以上の市民　：　７，０００円分の商品券を配布（５００円×１４枚）
〇坂東市内在住の市民を対象

	
	特　　徴
	〇店舗が換金する時には、換金額に５％を上乗せして換金　（大型店除く）
〇加盟店舗を業種などによって２つに区分（　加盟店共通券　小型店専用券　　）
 区分ごとに商品券の利用可能金額を設けます
　加盟店共通券　７５歳未満の市民　３，０００円　　７５歳以上の市民　５，０００円　
　小型店専用券　７５歳未満の市民　２，０００円　　７５歳以上の市民　２，０００円

	
	使用期間
	令和８年６月１日（月） ～ 令和８年１０月３１日（土） 
※換金は坂東市商工会にて行います。　
換金期間は留意事項に記載されています。
　換金時には説明会時に配布する加盟店証と商品券を持参
してください
換金締切日は令和８年１１月１８日（水）１５時（期日時間厳守）
までとします。
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